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　なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税期間の初日において非居住者である個人事業者の場合を除
き課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。
　また、免税事業者の方が、年の途中においてインボイス発行事業者の登録を受けた場合には、登録日以後の期間
の取引について、令和７年分の消費税及び地方消費税の確定申告を行う必要があります。
　消費税の課税事業者に該当する場合、令和８年３月31日（火）までに消費税及び地方消費税の確定申告と納税を行う
必要があります。消費税及び地方消費税の申告や納税の手続については、「消費税及び地方消費税の確定申告の
手引き」（国税庁ホームぺージからダウンロードできます。）をご覧ください。

　・　複数税率に対応した仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されています。インボイス発
　行事業者となるには事前に登録申請が必要です。詳しくは、国税庁ホームページの「インボイス制度特
　設サイト」をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm#yubin
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